
♦基本健診について 

年齢によって健診名が異なりますが、検査内容はほとんど同じものになります。 
 

●生活保護を受給されている方は、対象年齢に応じた健診になります。（※自己負担額：免除）  

●社会保険被扶養者（家族）で特定健診を受診される方は、保険者で発行する「受診券」を健診 当日に必　　

￥ずお持ちください。受診券がない場合、特定健診を受診することができません。  

●任意継続の保険に加入している方も、特定健診を受診する場合は当日「受診券」が必要になります。受　

￥診券がない場合は、保険者に発行の有無を確認してから健診をお申込みください。 

 

【 基本健診の検査内容 】 
 

 健 診 名 
（基本健診）

対 象 年 齢 
（※受診日時点の年

齢）

保険証の種類 自己負担額 備 考

 
若  年  健  診 20～ 39 歳 １，０００円 ※職場等で健診を受診する機会がない方

  
 
 
 

特  定  健  診

 
 
 
 

40～74 歳

国民健康保険 １，０００円

  
社会保険被保険者 

（本 人）

町の特定健診は受診できません。 
勤務先（保険者）で実施している特定健診を 
受診してください。

 
社会保険被扶養者 

（家 族）

保険者が 
指 定する金額

保険者が山梨県健康管理事業団と委託契

約している場合にのみ受診できます。 
受診時に、受診券と保険証が必要です。

  
 

 
後期高齢者健診

 
 

 
７５歳以上

 
 

　　 
後期高齢者保険

 
 

 
無 料

○ 令和７年度中に７５歳になられる方 

※国民健康保険の方 
⇒無料になります 

　※社会保険の方 
⇒健診当日に７５歳の誕生日を迎えていれ
ば無料になります。


